
 

大和市告示第１５２号 

 大和市障害者グループホーム等運営費補助事業費補助金交付要綱を次のように定める。 

  平成３０年７月１０日 

大和市長 大 木  哲   

 

大和市障害者グループホーム等運営費補助事業費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、神奈川県市町村事業推進交付金交付要綱（平成２６年３月２６日付け市町第

７０５号神奈川県政策局自治振興部長通知。以下「交付要綱」という。）第２条第１号キに掲げ

る障害者グループホーム等運営費補助事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を

交付することについて、大和市補助金交付規則（昭和４２年大和市規則第２１号。以下「規則」

という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業者） 

第２条 補助の対象となる事業者は、神奈川県の定める障害者生活ホーム設置運営要綱（昭和６０

年４月１日施行。以下「設置運営要綱」という。）第１条に規定するグループホームとする。 

（補助事業） 

第３条 補助事業は、神奈川県市町村事業推進交付金交付要領（平成２６年４月１日施行。以下「交

付要領」という。）別表、７ 障害者グループホーム等運営費補助事業であって、１ 設置費に

係る事業とする。 

（補助額の算出方法等） 

第４条 補助金の額は、交付要領別表、７ 障害者グループホーム等運営費補助事業の項交付要件

等の欄に規定する交付対象経費（以下「交付対象経費」という。）から国庫支出金等の特定財源

を控除した額又は同欄に規定する交付基準額のいずれか少ない方の額とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第５条 消費税及び地方消費税を交付対象経費とする場合にあっては、当該交付金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額（交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分

の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を



 

乗じて得た金額の合計額に交付対象経費に占める交付金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）を減額して交付申請するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を申請書

に添えて提出しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

（交付条件） 

第６条 規則第６条第２項に規定する条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとする場合は、速やかに市長の承認を受けな

ければならない。ただし、経費の配分の変更が入札による減額等の補助事業の内容に実質的な

変更のない場合については、この限りでない。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受けなければなら

ない。 

(3) 補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業の

遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

（実績報告） 

第７条 補助事業者が当該補助事業を完了したときは、規則第１０条に規定する書類のほか、交付

対象経費の額を証する書類を、速やかに市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。）は、補助事業完了の

日から１月を経過した日又は翌年度の４月１５日のいずれか早い日までに行わなければならな

い。 

３ 補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業の交付の決定に係る市の

会計年度の翌年度の４月１５日までに行わなければならない。 

４ 消費税及び地方消費税を交付対象経費とする場合にあっては、補助事業者は、補助事業実績報

告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明ら

かな場合には、これを補助金額から減額して報告するとともに、その計算方法や積算の内訳等を

記載した書類を報告書に添えて提出しなければならない。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還） 

第８条 消費税及び地方消費税を交付対象経費とする場合にあっては、補助事業者は、実績報告後

に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した

場合には、速やかに市長に対して消費税仕入控除税額報告書を提出しなければならない。この場

合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消



 

費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っ

ている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額の

全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（財産の処分の制限） 

第９条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５００，０００円以

上の器具等で市長の承認を受けずに、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が定

める期間を経過した場合はこの限りでない。 

２ 市長は、補助事業者が補助事業により取得し、又は効用の増加した器具等を処分して利益を得

た場合、補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（財産等の管理） 

第１０条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した器具等については、補助事

業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図

らなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び

支出についての証拠書類を整備しておかなければならない。 

３ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度

から起算して１０年間保存しなければならない。 

４ 補助事業者は、前項に規定する帳簿及び証拠書類の保存期間が満了しない間に解散する場合は、

その権利義務を承継する者に当該証拠書類等を引き継がなければならない。ただし、当該権利義

務を承継する者がない場合は、これを市長に提出するものとする。 

（届出事項） 

第１１条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書をもってその旨を

市長に届け出なければならない。 

(1) 住所、名称又は代表者の氏名を変更したとき。 

(2) 合併し、又は解散したとき。 

(3) その他市長が必要と認めたとき。 

（様式） 



 

第１２条 この要綱の規定により使用する様式は、別表のとおりとし、その内容は別に定める。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 

 



 

別表（第１２条関係） 

様式番号 様式の名称 関係条文 

第１号様式 消費税仕入控除税額報告書 第８条 

 

 


